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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月6日(2017.9.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンベロープウイルスを産生する宿主細胞が弱酸性培地中で培養されることを特徴とす
る、エンベロープウイルスを産生するためのプロセス。
【請求項２】
　培地のｐＨが５．８から６．２の間に含まれ、より詳細にはｐＨが約６である、請求項
１記載のプロセス。
【請求項３】
　エンベロープウイルスが、場合によりシュードタイプ化されたレトロウイルスである、
請求項１～２のいずれか一項記載のプロセス。
【請求項４】
　エンベロープウイルスが、場合によりシュードタイプ化されたレンチウイルスである、
請求項１～３のいずれか一項記載のプロセス。
【請求項５】
　レトロウイルスが、ＶＳＶ－Ｇエンベロープタンパク質又はＧＡＬＶエンベロープタン
パク質より選択されるエンベロープタンパク質でシュードタイプ化されている、請求項４
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記載のプロセス。
【請求項６】
　レンチウイルスが、ＶＳＶ－Ｇエンベロープタンパク質又はＧＡＬＶＴＲエンベロープ
タンパク質より選択されるエンベロープタンパク質でシュードタイプ化されている、請求
項５記載のプロセス。
【請求項７】
　宿主細胞が、ＨＥＫ２９３、ＨＥＫ２９３Ｔ、ＨＥＫ２９３ＦＴ、Ｔｅ６７１、ＣＥＭ
、ＮＩＨ－３Ｔ３、Ｍｐｆ又はＤ１７細胞より選択される、請求項１～６のいずれか一項
記載のプロセス。
【請求項８】
　－　前記エンベロープベクターを産生するために必要なエレメントをコードする１つ以
上のプラスミドによりＨＥＫ２９３Ｔ細胞を一過性トランスフェクトする段階；
－　ｐＨが約６の適切な培地中で前記細胞を培養する段階；
－　培養上清中のエンベロープウイルスを採集する段階
を含む、請求項１～７のいずれか一項記載のプロセス。
【請求項９】
　１つのプラスミドが、レンチウイルスｇａｇｐｏｌ遺伝子を含む発現カセットを有し、
１つのプラスミドが、レンチウイルスｒｅｖ遺伝子を含む発現カセットを有し、１つの伝
達プラスミドが、レンチウイルスのＬＴＲ－５’とＬＴＲ－３’との間に含まれる関心対
象の導入遺伝子の発現カセットを含み、１つのプラスミドが、エンベロープ糖タンパク質
の発現カセットを有する、４つのプラスミドにより細胞がトランスフェクトされる、レン
チウイルスを産生するための請求項８記載のプロセス。
【請求項１０】
　弱酸性培地、又は培地のｐＨを弱酸性値にするために有用な１つ以上の溶液を伴う前記
培地を含むキットであって、さらに：
（ａ）エンベロープウイルスを産生するために適切な１つ以上のプラスミド；及び／又は
（ｂ）前記ウイルスを産生するために適切な細胞
を含む、請求項１～９のいずれか一項記載のプロセスを適用するためのキット。
【請求項１１】
　請求項１～９のいずれか一項記載のエンベロープウイルスを産生するためのプロセスを
適用するための説明書をさらに含む、請求項１０記載のキット。
【請求項１２】
　（ｉ）請求項１～９のいずれか一項記載のプロセスを適用するための手段及び（ｉｉ）
該プロセスを適用するために従うべき説明書を含む、前記プロセスを適用するためのキッ
ト。
【請求項１３】
　中に含まれる手段が、以下の手段：
（ａ）エンベロープウイルスを産生するために適切な１つ以上のプラスミド；
（ｂ）前記ウイルスを産生するために適切な細胞；及び
（ｃ）弱酸性培地、又は培地のｐＨを弱酸性値にするために有用な１つ以上の溶液を伴う
培地
の１つ以上より選択される、請求項１２記載のキット。
【請求項１４】
　手段（ａ）及び（ｂ）、（ａ）及び（ｃ）、（ｂ）及び（ｃ）又は（ａ）及び（ｂ）及
び（ｃ）を含む、請求項１３記載のキット。
【請求項１５】
　培地のｐＨを弱酸性値にするために有用な１つ以上の溶液を伴う前記培地を含む、請求
項１～９のいずれか一項記載のプロセスを適用するためのキット。
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